
いじめ防止対策推進法について

第９条第１項

第９条第２項

第９条第３項

〇 保護者は、子の教育について第一義的責任を有
するものであって、その保護する児童等がいじめを
行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を
養うための指導その他の必要な指導を行うよう努め
るものとする。

〇 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた
場合には、適切に当該児童等をいじめから保護する
ものとする。

〇 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及
びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のた
めの措置に協力するよう努めるものとする。

保護者の責務等保護者の理解（いじめの定義等）

第２条第１項

〇 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、
当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該
児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為（インター
ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該
行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい
るものをいう。

第28条第１項

〇 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲
げる場合には、その事態（以下「重大事態」という。）
に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生
の防止に資するため、速やかに、（略）当該重大事態
に係る事実関係を明確にするための調査を行うもの
とする。
① いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき。

② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当
の期間学校を欠席することを余儀なくされている
疑いがあると認めるとき。
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